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◎ 戦 後 強 制 抑 留 者 に 係 る 問 題 に 関 す る 特 別 措 置 法 案 の 修 文 箇 所 の 対 照 表                      （ 傍 線 部 分 は 修 文 部 分 ）  

  
  

修    文    後  修    文    前  

  
  

（ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 法 律 は 、 戦 後 強 制 抑 留 者 が 、 戦 後 、 酷 寒 の 地 に お い て 、

長 期 間 に わ た っ て 劣 悪 な 環 境 の 下 で 強 制 抑 留 さ れ 、 多 大 の 苦 難 を 強

い ら れ た こ と 、 そ の 間 に お い て 過 酷 な 強 制 労 働 に 従 事 さ せ ら れ た こ

と 等 の 特 別 の 事 情 に か ん が み 、 及 び 戦 後 強 制 抑 留 者 に 係 る 強 制 抑 留

の 実 態 が い ま だ 十 分 に 判 明 し て い な い 状 況 等 を 踏 ま え 、 こ れ ら の 戦

後 強 制 抑 留 者 に 係 る 問 題 に 対 処 す る た め 、 戦 後 強 制 抑 留 者 の 労 苦 を

慰 藉
し や

す る た め の 特 別 給 付 金 を 支 給 す る た め の 措 置 を 講 じ 、 併 せ て 強

制 抑 留 の 実 態 調 査 等 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 の 策 定 に つ い て 定 め る

こ と を 目 的 と す る 。  

 

 

（ 特 別 給 付 金 の 支 給 ）  

第 三 条  〔 略 〕  

２  特 別 給 付 金 の 支 給 を 受 け る 権 利 の 認 定 は 、 こ れ を 受 け よ う と す る

者 の 請 求 に 基 づ い て 、 基 金 が 行 う 。  

３  前 項 の 請 求 は 、 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 平 成 二 十 四 年 三

月 三 十 一 日 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

４  〔 略 〕  

（ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 法 律 は 、 戦 後 強 制 抑 留 者 が 、 戦 後 、 酷 寒 の 地 に お い て 、

長 期 間 に わ た っ て 劣 悪 な 環 境 の 下 で 強 制 抑 留 さ れ 、 多 大 の 苦 難 を 強

い ら れ た こ と 、 そ の 間 に お い て 過 酷 な 強 制 労 働 に 従 事 さ せ ら れ 、 ま

た 、 そ れ に も か か わ ら ず 当 該 強 制 労 働 に 対 す る 対 価 の 支 払 を 受 け て

い な い こ と 等 の 特 別 の 事 情 に か ん が み 、 及 び 戦 後 強 制 抑 留 者 に 係 る

強 制 抑 留 の 実 態 が い ま だ 十 分 に 判 明 し て い な い 状 況 等 を 踏 ま え 、 こ

れ ら の 戦 後 強 制 抑 留 者 に 係 る 問 題 に 対 処 す る た め 、 戦 後 強 制 抑 留 者

の 労 苦 を 慰 藉
し や

す る た め の 特 別 給 付 金 を 支 給 す る た め の 措 置 を 講 じ 、

併 せ て 強 制 抑 留 の 実 態 調 査 等 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 の 策 定 に つ い

て 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 特 別 給 付 金 の 支 給 ）  

第 三 条  〔 略 〕  

２  特 別 給 付 金 の 支 給 を 受 け る 権 利 の 認 定 は 、 こ れ を 受 け よ う と す る

者 の 請 求 に 基 づ い て 、 基 金 が 行 う 。  

３  前 項 の 請 求 は 、 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 平 成 二 十 五 年 三

月 三 十 一 日 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

４  〔 略 〕  
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   附  則  
（ 施 行 期 日 ）  

第 一 条  こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 三 条 の 規

定 は 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 六 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で

定 め る 日 か ら 、 第 十 四 条 の 規 定 は 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 二 十 日 を 経

過 し た 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

第 二 条  第 三 条 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 特 別 給 付 金 の 支 給 の 請 求

は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し て 六 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い

て 政 令 で 定 め る 日 ま で の 間 は 、 行 う こ と が で き な い 。  

 

 

〔 削 除 〕  

 

 

 

 

（ 独 立 行 政 法 人 平 和 祈 念 事 業 特 別 基 金 等 に 関 す る 法 律 の 廃 止 等 に

関 す る 法 律 の 一 部 改 正 ）  

第 四 条  独 立 行 政 法 人 平 和 祈 念 事 業 特 別 基 金 等 に 関 す る 法 律 の 廃 止

等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 百 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

附 則 第 一 条 中 「 平 成 二 十 二 年 九 月 三 十 日 」 を 「 平 成 二 十 五 年 四 月

   附  則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

第 一 条  こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 三 条 の 規

定 は 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 六 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で

定 め る 日 か ら 、 第 十 四 条 の 規 定 は 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 二 十 日 を 経

過 し た 日 か ら 施 行 す る 。  

 

２  前 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 特 別 給 付 金 の 支 給 を 受 け る 権 利 の

認 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し て 三 月 を 経 過 す る 日 ま で の

間 は 、 行 わ な い も の と す る 。  

 

（ 検 討 ）  

第 二 条  政 府 は 、 戦 後 強 制 抑 留 者 で 特 別 給 付 金 の 支 給 の 対 象 と な っ て

い な い も の 、 戦 後 強 制 抑 留 者 の 遺 族 等 に つ い て 労 苦 に 報 い る 等 の た

め の 方 策 に 関 し 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 所 要 の 措 置 を 講 ず

る も の と す る 。  

 

（ 独 立 行 政 法 人 平 和 祈 念 事 業 特 別 基 金 等 に 関 す る 法 律 の 廃 止 等 に

関 す る 法 律 の 一 部 改 正 ）  
第 四 条  独 立 行 政 法 人 平 和 祈 念 事 業 特 別 基 金 等 に 関 す る 法 律 の 廃 止

等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 百 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

附 則 第 一 条 中 「 平 成 二 十 二 年 九 月 三 十 日 」 を 「 平 成 二 十 七 年 四 月
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一 日 」 に 改 め ※ 、 同 条 た だ し 書 中 「 、 公 布 の 」 を 「 公 布 の 日 か ら 、

附 則 第 二 条 の 二 の 規 定 は 平 成 二 十 二 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 に お い

て 政 令 で 定 め る 」 に 改 め る 。  

  附 則 第 二 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。  

（ 特 別 給 付 金 の 支 給 に 関 す る 業 務 以 外 の 業 務 の 基 金 の 解 散 前 に

お け る 終 了 等 ）  

第 二 条 の 二  基 金 は 、 附 則 第 一 条 た だ し 書 の 政 令 で 定 め る 日 か ら 基

金 の 解 散 の 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て は 、 独 立 行 政 法 人 平 和 祈 念

事 業 特 別 基 金 等 に 関 す る 法 律 第 一 条 、 第 四 条 及 び 第 十 三 条 の 規 定

に か か わ ら ず 、 同 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 及 び 第 五 号 に 掲

げ る 業 務 （ こ れ ら に 附 帯 す る 業 務 を 含 む 。 ） 並 び に 同 条 第 二 項 に

規 定 す る 業 務 を 行 わ な い も の と す る 。  

２  基 金 の 財 産 で 主 と し て 前 項 に 規 定 す る 業 務 の 用 に 供 さ れ て い

る も の の う ち 政 令 で 定 め る も の は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 附 則 第 一 条 た だ し 書 の 政 令 で 定 め る 日 に 国 が 承 継 し 、 一 般 会

計 に 帰 属 す る 。  

〔 削 除 〕  

一 日 」 に 改 め ※ 、 同 条 た だ し 書 中 「 、 公 布 の 」 を 「 公 布 の 日 か ら 、

附 則 第 二 条 の 二 の 規 定 は 平 成 二 十 二 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 に お い

て 政 令 で 定 め る 」 に 改 め る 。  

附 則 第 二 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。  

（ 特 別 給 付 金 の 支 給 に 関 す る 業 務 以 外 の 業 務 の 基 金 の 解 散 前 に

お け る 終 了 等 ）  

第 二 条 の 二  基 金 は 、 附 則 第 一 条 た だ し 書 の 政 令 で 定 め る 日 か ら 基

金 の 解 散 の 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て は 、 独 立 行 政 法 人 平 和 祈 念

事 業 特 別 基 金 等 に 関 す る 法 律 第 一 条 、 第 四 条 及 び 第 十 三 条 の 規 定

に か か わ ら ず 、 同 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 及 び 第 五 号 に 掲

げ る 業 務 （ こ れ ら に 附 帯 す る 業 務 を 含 む 。 ） 並 び に 同 条 第 二 項 に

規 定 す る 業 務 を 行 わ な い も の と す る 。  

２  基 金 の 財 産 で 主 と し て 前 項 に 規 定 す る 業 務 の 用 に 供 さ れ て い

る も の の う ち 政 令 で 定 め る も の は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 附 則 第 一 条 た だ し 書 の 政 令 で 定 め る 日 に 国 が 承 継 し 、 一 般 会

計 に 帰 属 す る 。  

３  基 金 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 同 項 の 政 令 で 定 め る 財 産 を 国 が 承 継

し た 時 に お い て 、 基 金 の 資 本 金 の う ち 当 該 財 産 に 係 る 部 分 と し て

総 務 大 臣 が 財 務 大 臣 と 協 議 し て 定 め る 金 額 に よ り 資 本 金 を 減 少

す る も の と す る 。   

  
 

※ 独 立 行 政 法 人 平 和 祈 念 事 業 特 別 基 金 等 に 関 す る 法 律 を 廃 止 す る 期 日 に つ い て 、 「 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 ま で の 間 に お い て 政 令 で 定 め る 日 」

に 改 正 す る こ と と し て い た も の を 、 「 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 ま で の 間 に お い て 政 令 で 定 め る 日 」 に 改 正 す る よ う 修 文 す る も の で あ る 。  


